
　いきいき長寿県民賞は、いきいきと年齢を感じさせない生き方をしている高齢者
および積極的に社会参加活動を行っている高齢者団体の活動事例を広く県民の方
に紹介することにより、これから高齢期を迎える中高年や高齢者の方々の社会参
加をはじめとした生きがいと健康づくりを推進することを目的に実施します。

　福島県内に居住するおおむね65歳以上の方または主にそれらの方々で構成さ
れている団体で、次のように主体的に社会と関わりを持ち、年齢を超えていきいきと
充実した生き方をしている方々を対象とします。ただし、既に「いきいき長寿県民
賞」（「いきいきライフ賞」を含む）を受賞された方（団体）を除きます。
◉過去に培った知識や経験を生かして、それを高齢期の生活の中で社会に還元し、
活躍している方又は団体

◉中高年から―念発起して、物事を成し遂げた方または高齢期を新しい価値観で
いきいきと生活している方
◉自らの努力、修練等により、優れた体力・気力等を維持し、活躍している方
◉地域社会と積極的に関わりを持ち、社会参加活動等を実践している方又は団体
◉前各号のほか、この賞に相応しいと認められる方または団体

社会福祉法人 福島県社会福祉協議会長

平成22年　  月　  日

〒　　　　－
住　  所

氏　  名

電話番号（　　　　　）　　　　－

印者応募
（推薦）

応 募・推 薦
する方の名前

現 住 所

代 表 者 の
現 住 所

明治

大正

昭和

〒（　　　　－　　　　　） 電話番号

（　　　　）　　　－

電話番号

（　　　　）　　　－

年　　  月  　　日生

（満　　　　歳）

男
・
女

〒（　　　　－　　　　　）

男
・
女

家族構成

簡単な経歴

応募・推薦の

理　　　由

（簡単に）

（ ふりが な ）

（推薦者が団体にあっては、団体名と代表者氏名をご記入ください）

（※裏面もご記入ください。）

※別に作成する場合はA4判とします。

第14回いきいき長寿県民賞（個人）応募・推薦書

社会福祉法人 福島県社会福祉協議会長

平成22年　  月　  日

〒　　　　－
住　  所

氏　  名

電話番号（　　　　　）　　　　－

印者応募
（推薦）

応 募・推 薦
す る 団 体
（グループ等）
の 名 称

団　　　体
（グループ等）
の　母　体

活 動 の
代 表 者

行 政 等
の 関 与

構 成 員 の 人 数 人

構成員の平均年齢 歳

区 　 分

明治

大正

昭和

1 趣味

4 教育、文化

7 福祉、保健

1 財政支援

（平成22年度予算　　　千円）

（補助元：　　　　　　　　　）
4 事務所の提供

6 その他（　　　　　　　　　　　　）

2 共同で実施

3 職員の派遣

5 活動場所の提供

7 関与なし

2 健康、スポーツ

5 生活環境改善

8 地域行事、自治会

3 生産、就業（起業を含む）

6 安全管理

9 その他

年　　  月  　　日生

（満　　　　歳）

応募・推薦の

理　　　由

（ふりがな）

（ふりがな）

（応募・推薦者が団体にあっては、団体名と代表者氏名をご記入ください）

（※裏面もご記入ください。）

※別に作成する場合はA4判とします。

第14回いきいき長寿県民賞（団体）応募・推薦書

第14回第14回

募 集 要 項

応募（推薦）・お問い合わせ先

目 的

1

募 集
対 象

3

◉応募（推薦）にあたっては、次に掲げる書類を提出してください。
　○所定の第14回いきいき長寿県民賞応募・推薦書（両面記入）
　○活動内容が分かる資料（具体的な説明、写真または新聞・雑誌等で紹介された

記事などのコピー）。ただし、資料はA4判程度の大きさで5枚を上限とします。
なお、資料等は返却しませんので、御了承ください。御応募いただいた書類の
住所・氏名・電話番号等個人に関する情報については、賞の選考及び授与に関
する業務のためだけに使用し、それ以外の目的には使用しません。

応 募

4

○10名（団体）にいきいき長寿県民賞（賞状と盾）を授与します。
○受賞者は、選考委員会の選考結果に基づき福島県知事が決定します。結果につ
いては、7月中に文書でお知らせいたします（他薦の場合は推薦者にお知らせしま
す）。

○授与式は8月12日に行う予定です。

表彰・選考

6

主 催
2

福島県

募集期間
5

平成22年5月31日まで（当日消印有効）

社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 いきいき長寿課内
「いきいき長寿県民賞」募集係

TEL（024）524－2225　FAX（024）524－2228

〒960－8141 福島市渡利字七社宮111 福島県総合社会福祉センター3階




